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鹿屋体育大学公開講座規則  

 

                           平 成 １ ６ 年 ４ 月 １ 日 

                           規  則  第 １ ３ 号 

改正  平成２１年１０月２１日 

規  則  第 １ ４ 号 

             令 和 ４ 年 ５ 月 １ ６ 日 

規  則  第 ３ １ 号 

 

 

鹿屋体育大学公開講座規則（昭和 60 年７月３日規則第 15 号）の全部を改正する。 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、国立大学法人鹿屋体育大学通則第５０条の規定に基づき、公開講座の

開設について、必要な事項を定める。 

 

（公開講座の開設） 

第２条 鹿屋体育大学(以下「本学」という。)が開設する公開講座の種類は、次の各号に掲

げる事項のとおりとする。 

(1) 一般講座 

イ 本学における教育研究の成果を広く社会に公開し、社会人等の教養を高めること

を目的とする講座 

ロ 学校や社会における競技者等の技術向上又は運動による健康の保持増進を図るこ

とを目的とする講座 

(2) 専門講座 主として学校及び社会における体育の指導者を対象として、その資質の

向上を図ることを目的とする講座 

(3) 特別講座 公の機関からの委嘱を受けて実施又は共催により特別に開設する前各号

に掲げるもの以外の講座 

  

（実施計画の作成） 

第３条 公開講座を実施しようとする者は、別に定めるところにより、実施計画書を作成し、

学長に提出しなければならない。 

 

（実施計画の承認） 

第４条 前条の実施計画は、総務委員会の議を経て学長が承認する。 

 

（時期、場所等） 

第５条 公開講座は、本学の授業その他重要な行事の実施に支障のない時間に行うものと

する。 

２ 公開講座は、本学の施設を使用して行うものとする。ただし、必要に応じて学外の施設

を使用して行うことができる。 

 

（講師） 

第６条 公開講座の講師は、本学の教職員とする。ただし、学長が必要と認める場合は学外
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の学識経験者に対し、講師を委嘱することができる。 

 

（修了証書） 

第７条 学長は、公開講座において所定の課程を修了した者には、修了証書を授与すること

ができる。 

 

（講習料） 

第８条 公開講座を受講しようとする者は、法令等に特別の定めがある場合を除き、受講の

申請が受理された後速やかに講習料を納付しなければならない。 

２ 前項の講習料の額は、国立大学法人鹿屋体育大学における授業料その他の費用に関す

る規程の定めるところによる。 

３ 既納の講習料は、返還しない。ただし、本学側の事由により講座を中止した場合は、こ

の限りでない。 

 

(事務) 

第９条 公開講座に関する事務は、広報・企画室において処理する。 

 

(雑則) 

第 10 条 この規則に定めるもののほか、公開講座に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 

附 則 

この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

 

附 則（平２１．１０．２１規則第１４号） 

この規則は、平成２１年１０月２１日から施行する。 

 

附 則（令４．５．１６規則第３１号） 

この規則は、令和４年５月１６日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

 

 


